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インフォメーション

　

市
か
ら
の

お
知
ら
せ

公
園
で
の
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー 

に
つ
い
て

　

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を
す
る
と
臭
気
や
大
き

な
話
し
声
な
ど
で
近
隣
の
皆
さ
ん
に
迷
惑

を
掛
け
ま
す
。

　

市
内
に
は
、
淀
川
河
川
公
園
や
寝
屋

川
公
園
・
深
北
緑
地
に
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー

広
場
が
あ
り
ま
す
の
で
利
用
し
て
く
だ

さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
淀
川
河
川
公
園
太
間

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
（
☎
８
３
８
・
０

８
８
８
）・
寝
屋
川
公
園
（
☎
８
２
４
・

８
８
０
０
）・
深
北
緑
地
（
☎
８
７
７
・

７
４
７
１
）
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

※
市
の
公
園
及
び
緑
道
な
ど
で
の
火
気
使

用
は
禁
止
で
す
。

問　

水
・
み
ど
り
室
（
公
園
担
当
）

市

　
　政

市
役
所
日
曜
窓
口 

（
第
４
日
曜
日
）
３
月
は
26
日

∧
業
務
実
施
窓
口
∨

　

市
民
課
、
保
険
事
業
室
、
納
税
課
で

す
。

※
取
り
扱
い
が
で
き
な
い
業
務
も
あ
り
ま

す
の
で
、
事
前
に
担
当
課
に
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

問　

各
担
当
課
又
は
企
画
政
策
課

表１　貸借対照表（バランスシート）
借　方（資金の使途） 貸　方（財源）

普
通
会
計

資産（市が所有する財産の額）
○公共資産
道路、学校、市の施設など
＜道路や学校などの整備に使われた
お金の総額＞

                1,985 億 6,300 万円
（市民１人当たり 83 万円）

○投資等　
基金、貸付金、出資金など
＜第三セクターなどへの出資金や基
金などの蓄えているお金＞

113 億 2,800 万円
（市民１人当たり５万円）

○流動資産
現金預金、未収金など
＜必要に応じてすぐに使えるお金で税
金などの未収金を計上している＞
                     83 億 9,900 万円　

　　( 市民１人当たり４万円）

負債（市が将来に負担する額）
○固定負債
＜道路や学校などを整備するために
国や銀行などに借りたお金（元金）
の残高など＞

631 億 5,100 万円
○流動負債
＜国や銀行などに借りているお金（元
金）のうち、平成28年度の返済予定
額など＞

72 億 4,300 万円
合計　703 億 9,400 万円

（市民１人当たり 30 万円）

純資産（市が今までに負担した額）
○純資産
＜道路や学校などを整備するために
今まで使った税金や国・府からの補
助金など＞

1,478 億 9,600 万円
（市民１人当たり 62 万円）

合
計

　2,182億9,000 万円
（市民１人当たり92万円）

2,182億9,000万円
（市民１人当たり92万円）

（平成 28 年３月 31 日現在）

※ 平成 28 年３月 31 日現在の住民基本台帳人口は 238,546 人です。

　

総
務
省
改
訂
モ
デ
ル
に
よ
り
、
財
務

書
類
４
表
（
貸
借
対
照
表
、
行
政
コ
ス

ト
計
算
書
、
純
資
産
変
動
計
算
書
、
資

金
収
支
計
算
書
）
を
作
成
し
ま
し
た
。

∧
貸
借
対
照
表
（
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
）
∨

　

市
の
財
政
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に

活
用
す
る
書
類
で
、
一
定
の
時
点
で
市

が
保
有
す
る
財
産（
施
設
や
道
路
な
ど
）

や
、
財
産
を
購
入
す
る
た
め
の
借
入
金

な
ど
の
負
債
状
況
を
一
覧
で
表
示
し
た

報
告
書
で
す
（
表
１
の
と
お
り
）。
一

世
帯
当
た
り
の
家
計
に
例
え
た
貸
借
対

照
表
は
表
２
の
と
お
り
で
す
。

∧
連
結
財
務
書
類
を
作
成
∨

　

市
全
体
の
財
政
状
況
を
把
握
す
る
た

め
の
、
国
民
健
康
保
険
や
介
護
保
険
な

ど
の
特
別
会
計
や
、
市
が
出
資
し
て
い

る
公
益
法
人
な
ど
の
外
郭
団
体
を
合
わ

せ
た
連
結
財
務
書
類
を
作
成
し
ま
し

た
。

　

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
財

政
課
」
を
見
て
く
だ
さ
い
。

　
　

※　
　
　
　
　
　
　
　
　

※

問　

財
政
課

貸　方

※ 平成 28 年３月 31 日現在の世帯数は 108,952 世帯です。

表２　１世帯当たりの家計に例えた貸借対照表

家・土地（公共資産）
182万3,000円

定期預金（投資等）
10万円4,000円

普通預金・現金（流動資産）
 7万7,000円

家などのローン残高（負債）
64万6,000円

家などの資産の購入に充てた自分のお金
（純資産）135万8,000円

合計　200万4,000円 合計　200万4,000円

借　方

市
民
１
人
当
た
り
の
市
の
資
産
は
約
92
万
円

市
民
１
人
当
た
り
の
市
の
資
産
は
約
92
万
円

平
成
27
年
度
の
財
務
書
類
４
表
を
作
成
し
ま
し
た
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市
か
ら
の
お
知
ら
せ

安
全
・
安
心

税
・
保
険
・
年
金

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば

人
　
権

健
康
・
福
祉

手

　続

　き

児
童
扶
養
手
当
・ 

特
別
児
童
扶
養
手
当

∧
児
童
扶
養
手
当
∨

　

18
歳
に
達
し
た
最
初
の
３
月
31
日
ま
で

の
児
童
（
児
童
に
障
害
が
あ
る
と
き
は
20

歳
の
誕
生
日
ま
で
）
を
養
育
し
て
い
る
ひ

と
り
親
家
庭
の
母
親
・
父
親
な
ど
に
支
給

さ
れ
ま
す
。

▽
支
払
予
定
日　

４
月
・
８
月
・
12
月
の

各
11
日
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
、
直
前

の
金
融
機
関
営
業
日
）

※
受
給
要
件
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
こ
ど
も
を
守
る
課
」
又

は
問
い
合
わ
せ
し
て
く
だ
さ
い
。

∧
特
別
児
童
扶
養
手
当
∨

　

政
令
で
規
定
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る

20
歳
未
満
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
に

支
給
さ
れ
ま
す
。

▽
支
払
予
定
日　

４
月
・
８
月
・
11
月
の

各
11
日
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
、
直
前

の
金
融
機
関
営
業
日
）

　
　

※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※

※
い
ず
れ
も
申
請
の
翌
月
分
か
ら
支
給
さ

れ
ま
す
。

問　

こ
ど
も
を
守
る
課

く
ら
し
の
情
報

家
庭
で
処
理
に
困
る
廃
油 

（
食
用
油
）
を
回
収

　

３
月
24
日
（
金
）
午
後
１
時
～
３
時
、

市
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
。

※
業
務
用
・
未
使
用
油
は
回
収
し
ま
せ
ん
。

問　
「
市
消
費
者
協
会
」・
前
田
（
☎
８
２

２
・
１
９
９
７
）

募
集
情
報

平
成
29
年
度 

国
税
専
門
官
採
用
試
験

▽
試
験
日
・
試
験
科
目　

第
一
次
…
６
月

11
日
（
日
）、基
礎
能
力
試
験
・
専
門
試
験
、

第
二
次
…
７
月
12
日
～
19
日
の
指
定
す
る

日
時
、
人
物
試
験
・
身
体
検
査

▽
受
験
資
格　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
人
①
昭
和
62
年
４
月
２
日
～
平
成
８
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
人
②
平
成
８
年
４
月

２
日
以
降
の
生
ま
れ
の
人
で
大
学
を
卒
業

し
た
人
（
平
成
30
年
３
月
卒
業
見
込
み
を

含
む
）
又
は
、
人
事
院
が
同
等
の
資
格
が

３月市議会を開きます
　３月市議会（定例会）の日程は、次のとおりです（時
間はいずれも午前 10 時から）。あなたも傍聴してみませ
んか。

※ 日時は、議事の都合で変更することがあります。市役
所１階ロビーのテレビで本会議を中継します。

問　議会事務局

※ 午後１時…総務常任委員会
　　　　　　建設水道常任委員会

２月 27 日（月）
28 日（火）

３月１日（水）
　　７日（火）・８日（水）
　　９日（木）・13 日（月）
　
　　14 日（火）・15 日（水）

　　21 日（火）

本会議
厚生常任委員会
文教常任委員会

本会議（市政運営方針演説）
本会議（代表質問）
厚生常任委員会
文教常任委員会
総務常任委員会
建設水道常任委員会
本会議
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あ
る
と
認
め
る
人

申
込　

３
月
31
日
～
４
月
12
日
に
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
採
用
案
内
」

問　

大
阪
国
税
局
人
事
第
二
課
試
験
係

（
☎
06
・
６
９
４
１
・
５
３
３
１
）
又
は

枚
方
税
務
署
総
務
課
（
☎
８
４
４
・
９
５

２
１
）

保
育
所
ア
ル
バ
イ
ト
職
員 

登
録
者
募
集

　

登
録
を
募
集
す
る
職
種
は
、
左
の
表
の

と
お
り
で
す
。

申
込　

履
歴
書
・
免
許
証
な
ど
の
写
し
を

直
接
又
は
郵
送
で
人
事
室
（
〒
572
―
８
５

５
５
本
町
１
番
１
号
）

※
登
録
後
に
面
接
を
行
い
、
採
用
者
を
決

定
し
ま
す
。

問　

勤
務
日
・
勤
務
時
間
・
給
与
・
勤
務

場
所
な
ど
…
保
育
課
、
採
用
…
人
事
室

ア
ル
バ
イ
ト
名
簿
登
録
者
募
集

　

市
の
ア
ル
バ
イ
ト
職
員
は
、
名
簿
に
登

録
し
た
人
の
中
か
ら
必
要
に
応
じ
て
採
用

し
ま
す
。

▽
募
集
職
種　

保
育
士
、
幼
稚
園
教
諭
、

児
童
指
導
員
、給
食
調
理
員
、看
護
師
（
准

看
護
師
を
含
む
）、
保
健
師
、
事
務
補
助

な
ど

※
①
保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭
・
看
護
師
（
准

看
護
師
を
含
む
）・
保
健
師
は
、
資
格
・

免
許
を
持
っ
て
い
る
人
に
限
り
ま
す
②
必

ず
採
用
さ
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

申
込
・
問　

履
歴
書
（
写
真
を
貼
る
）、

免
許
証
な
ど
の
写
し
を
直
接
又
は
郵
送
で

人
事
室
（
〒
572
―
８
５
５
５
本
町
１
番
１

号
）市

農
業
委
員
会
委
員
候
補
者
募
集

　

農
業
委
員
会
に
つ
い
て
の
法
律
が
改
正

さ
れ
、
農
業
委
員
会
委
員
の
選
出
方
法
が

「
選
挙
制
と
選
任
制
の
併
用
」
か
ら
「
議

会
の
同
意
を
要
件
と
す
る
市
長
の
任
命

制
」
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
の
と
お
り
農
業
委
員
会
委
員
の
候
補

者
を
募
集
し
ま
す
。

▽
受
付
期
間　

３
月
３
日
～
31
日

▽
募
集
方
法

○
法
人
又
は
団
体
推
薦
…
委
員
に
ふ
さ
わ

し
い
人
を
農
業
者
が
組
織
す
る
団
体
が
推

薦○
農
業
者
の
推
薦
…
委
員
に
ふ
さ
わ
し
い

人
を
３
人
以
上
の
農
業
者
個
人
が
推
薦

○
農
業
委
員
の
定
数
…
17
人

応
募
・
問　

用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

３
月
31
日
（
金
）
午
後
５
時
30
分
＝
消
印

有
効
＝
ま
で
に
直
接
又
は
郵
送
で
産
業
振

興
室
（
農
業
委
員
会
事
務
局
、
〒
572
―
８

５
５
５
本
町
１
番
１
号
）

※
募
集
要
項
、
推
薦
・
応
募
用
紙
は
３
月

３
日
（
金
）
以
降
に
産
業
振
興
室
で
配
布

し
ま
す
。

子
ど
も
・
子
育
て
会
議
委
員
を 

募
集

▽
対
象　

現
在
、
市
の
委
員
に
就
任
又
は

応
募
を
し
て
い
な
い
、
市
内
在
住
で
小
学

生
ま
で
の
子
ど
も
が
い
る
又
は
市
内
在

住
・
在
職
・
在
学
の
子
育
て
支
援
活
動
に

携
わ
っ
て
い
る
平
日
の
会
議
に
年
２
回
程

度
出
席
で
き
る
人
３
人
以
内

▽
任
期　

委
嘱
の
日
（
７
月
頃
）
か
ら
２

年
間

▽
報
酬　

９
０
０
０
円
（
出
席
１
回
）

▽
選
考
方
法　

小
論
文
及
び
面
接

▽
小
論
文　

テ
ー
マ
「
今
、
寝
屋
川
市
に

必
要
な
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
つ
い
て
」

８
０
０
字
以
内
（
様
式
は
問
い
ま
せ
ん
）

応
募
・
問　

小
論
文
と
住
所
、
氏
名
、
生

年
月
日
、
性
別
、
職
業
（
又
は
携
わ
っ
て

い
る
子
育
て
支
援
活
動
の
内
容
）、
電
話

番
号
を
書
い
た
も
の
を
３
月
31
日
（
金
）

＝
必
着
＝
ま
で
に
直
接
又
は
郵
送
で
こ
ど

も
を
守
る
課
（
〒
572
―
８
５
３
３
池
田
西

町
28
番
22
号
☎
８
３
８
・
０
１
３
４
）

※
①
面
接
の
日
時
は
４
月
上
旬
に
お
知
ら

せ
し
ま
す
②
必
要
書
類
に
つ
い
て
は
事
前

に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
③
提
出
書
類

は
返
却
し
ま
せ
ん
。

校
庭
開
放
サ
ポ
ー
タ
ー
を
募
集

　

小
学
校
の
放
課
後
に
校
庭
で
児
童
が
安

全
に
安
心
し
て
遊
べ
る
よ
う
、
校
庭
開
放

サ
ポ
ー
タ
ー
を
募
集
し
ま
す
。

▽
内
容　

市
内
各
24
小
学
校
で
の
平
日
放

課
後
の
見
守
り
活
動
（
３
時
間
程
度
、
長

期
休
暇
中
は
除
く
）

▽
対
象　

20
歳
～
70
歳
の
人
20
人
程
度

※
①
謝
礼
が
あ
り
ま
す
②
採
用
に
は
書
類

審
査
・
面
接
が
あ
り
、
決
定
後
本
人
に
通

知
し
ま
す
。

申
込
・
問　

所
定
の
用
紙
（
青
少
年
課
又

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
青
少
年
課
」
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
を
３
月
17
日
（
金
）
ま

で
に
直
接
、
青
少
年
課

自
衛
官
を
募
集

▽
受
付
期
間　

３
月
１
日
～
５
月
５
日

※
試
験
の
日
程
な
ど
、
詳
し
く
は
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

募集職種 勤務日・勤務時間 給　与

保育士
月曜日～土曜日
午前８時 45 分～午後５時 15 分
週 38 時間 45 分

日給 9,114 円

看護師
日給 12,650 円

（准看護師含む看護師の有資
格者、土曜日勤務は応相談）

給食調理員
月曜日～金曜日…午前８時 45 分～午
後 5 時 15 分、土曜日…午前９時～正
午（月 10 日程度）

日給 7,490 円
（資格不要）

募集内容

※①いずれも交通費は実費支給（支給条件があります）②職種により４月１日（土）
から給与の改定を予定しています。
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市
か
ら
の
お
知
ら
せ

安
全
・
安
心

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば

問　

自
衛
隊
守
口
出
張
所
（
☎
06
・
６
９

９
７
・
７
３
３
９
）

環
境
・
ま
ち
づ
く
り

建
築
物
の
定
期
報
告
制
度
が 

変
わ
り
ま
し
た

　

平
成
28
年
６
月
１
日
施
行
の
改
正
建
築

基
準
法
に
よ
り
報
告
対
象
建
築
物
が
変
更

さ
れ
ま
し
た
。
平
成
29
年
度
か
ら
随
時
閉

鎖
式
の
防
火
戸
な
ど
に
つ
い
て
新
た
に
調

査
・
検
査
し
、
市
へ
報
告
す
る
こ
と
が
必

要
と
な
り
ま
し
た
。

※
ホ
ー
ム
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
平
成
28
年
度

か
ら
報
告
対
象
で
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

報
告
対
象
外
で
あ
っ
て
も
、
法
律
に
よ
り

所
有
者
又
は
管
理
者
は
定
期
的
な
点
検
を

し
、
適
法
な
状
態
を
維
持
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

問　

建
築
物
・
建
築
設
備
・
防
火
設
備
に

つ
い
て
…
市
ま
ち
づ
く
り
指
導
課
又
は
一

般
財
団
法
人「
大
阪
建
築
防
災
セ
ン
タ
ー
」

（
☎
06
・
６
９
４
３
・
７
２
７
５
）、
昇
降

機
に
つ
い
て
…
一
般
社
団
法
人
「
近
畿

ブ
ロ
ッ
ク
昇
降
機
等
検
査
協
議
会
」（
☎

06
・
６
２
２
８
・
１
６
２
３
）

狂
犬
病
集
合
予
防
注
射

　

昨
年
度
か
ら
「
問
診
票
」
が
必
要
に
な

り
ま
し
た
。
飼
い
犬
登
録
を
し
て
い
る
飼

い
主
へ
は
、
通
知
文
を
３
月
中
旬
頃
に
郵

送
し
ま
す
。

　

飼
い
主
に
は
、
飼
い
犬
登
録
と
年
１
回

の
狂
犬
病
予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
る
こ
と

が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
生

　春は引っ越しの多い季節です。
賃貸住宅の退去の流れと注意点を
紹介します。
<退去の申し入れ>
　退去の申し入れの方法や時期に
ついては、賃貸借契約書で確認し
ましょう。
<明け渡しのマナー>
　不用になったごみや家具などを
そのまま置いていくと、退去した
とみなされず、ごみの撤去が完了
するまでの日割り家賃を請求され
ることがあります。
<退去時の物件確認>
　経年変化や通常使用による損耗
や退色は賃料に含まれていると考
えられており、貸し主の費用負担
で修繕するのが原則ですが、借り

主には室内をきれいに使う義務が
あり、故意・過失による汚損、破
損は借り主負担になります。
　退去時には貸し主や管理業者が
立ち会いの下、物件の状況を確認
しましょう。入居時と比較して、
傷や汚れの箇所や程度をチェック
していきます。立ち会いがないと
きは、写真（日付入り）を撮って
おくと、後々のトラブル防止に役
立ちます。
<納得できないときは話し合いを>
　室内の傷や汚れを修復するための
費用を「原状回復費」といいます。
　貸し主側から請求書が届いた
ら、明細書をもらい、立ち会い時
に確認した内容と合っているか、
よく確認しましょう。
　納得できない点があれば、話し合
いをして負担額を決めます。国土交
通省の「原状
回 復 を め ぐ
るトラブルと
ガイドライン
（改訂版）」な
どを参考にし
てください。

契約前に
まず相談を

　

ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
ぐ
た
め

に
、
契
約
前
で
も
市
立
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
相
談
時
間　

月
～
土
曜
日（
祝
日
、

年
末
年
始
を
除
く
）
午
前
９
時
～
正

午
・
午
後
１
時
～
４
時

▽
相
談
専
用　

☎
８
２
８
・
０
３
９

７

友呂岐水路友呂岐水路

寝屋川

寝屋川保健所

こどもセンター

至 総合センター

市
道
池
田
秦
線

至 寝屋川市駅桜
木
橋

シャトルバス
消費生活センター前
バス停

シャトルバス
消費生活センター前
バス停

市立消費生活センター
至 市役所

桜
木
橋

至 寝屋川市駅

消費生活
センター

N

賃貸住宅の退去が
決まったら

相談受付は月～土曜日午前９時～午後４時
（正午～午後１時を除く）

桜木町5番30号☎828・0397

消費生活センターだより
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インフォメーション

後
90
日
を
経
過
し
て
い
る
飼
い
犬
は
、
近

く
の
会
場
で
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　

会
場
に
つ
い
て
詳
し
く
は
通
知
文
又

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
環
境
推
進
課
」

を
見
て
く
だ
さ
い
。

▽
費
用　

３
２
５
０
円
（
狂
犬
病
予
防
注

射
２
７
０
０
円
・
注
射
済
票
５
５
０
円
）

※
①
飼
い
犬
登
録
が
済
ん
で
な
い
人
は
、

予
防
接
種
会
場
で
必
ず
登
録
し
て
く
だ

さ
い
（
別
に
登
録
料
３
０
０
０
円
が
必

要
）
②
犬
の
体
調
が
悪
い
と
き
は
、
必

ず
事
前
に
掛
か
り
付
け
の
獣
医
師
な
ど

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
③
首
輪
・
引
き

綱
を
確
認
し
、
か
み
癖
の
あ
る
犬
は
口

輪
を
付
け
る
な
ど
、
犬
を
制
御
で
き
る

人
が
連
れ
て
来
て
く
だ
さ
い
。

○
平
成
28
年
度
中
に
転
入
し
た
人
で
、
前

住
所
地
で
飼
い
犬
登
録
を
し
て
鑑
札
を

持
っ
て
い
る
人
は
、
環
境
推
進
課
又
は
市

民
課
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

問　

環
境
推
進
課

東
部
大
阪
都
市
計
画
の 

決
定
又
は
変
更

▽
内
容　

決
定
…
①
土
地
区
画
整
理
事
業

②
地
区
計
画
、
変
更
…
③
用
途
地
域
④
防

火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
⑤
高
度
地
区

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
都
市
計
画
室
」
で

も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問　

都
市
計
画
室

相

　
　談

日
曜
法
律
相
談
（
第
４
日
曜
日
）

∧
予
約
の
方
法
∨

　

前
の
週
の
月
曜
日
（
月
曜
日
が
祝
日
の

と
き
は
翌
日
）
の
午
前
９
時
か
ら
専
用
電

話
（
☎
８
２
４
・
１
１
５
５
）
で
受
け
付

け
ま
す
（
申
込
順
）。

※
平
日
の
法
律
相
談
は
、
１
週
間
前
の
同

じ
曜
日
か
ら
予
約
で
き
ま
す
。
土
・
日
曜

日
、
祝
日
、
年
末
年
始
は
予
約
の
申
し
込

み
が
で
き
ま
せ
ん
。

問　

広
報
広
聴
課
（
広
聴
担
当
）

パ
ソ
コ
ン
ト
ラ
ブ
ル
相
談

　

３
月
７
日
（
火
）
午
後
２
時
～
４
時
、

市
立
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
、
パ
ソ
コ
ン
機
器

の
故
障・ト
ラ
ブ
ル
、定
員
５
人
（
申
込
順
）、

パ
ソ
コ
ン
を
持
っ
て
来
て
く
だ
さ
い
。　

申
込
・
問　

開
催
日
の
３
日
前
ま
で
に
直

接
又
は
電
話
で
市
立
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

（
☎
８
１
２
・
１
１
１
６
）

Ｎ
Ｐ
Ｏ
何
で
も
相
談

　

３
月
15
日
（
水
）
午
後
２
時
～
４
時
、

市
立
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

の
設
立
手
続
き
や
団
体
運
営
の
ア
ド
バ
イ

ス
な
ど
、
相
談
員
＝
古
田
誠
司
さ
ん
（
行

政
書
士
）・
高
谷
和
正
さ
ん
（
税
理
士
）、

定
員
４
団
体
（
申
込
順
）。

申
込
・
問　

開
催
日
の
３
日
前
ま
で
に
直

市
総
合
教
育
会
議

▽
日
時　

３
月
17
日
（
金
）
午
後
３

時▽
場
所　

市
役
所
議
会
棟
４
階
第
１

委
員
会
室

申
込
　
当
日
直
接

問　

教
育
政
策
総
務
課

市
社
会
教
育
委
員
会
議

▽
日
時　

３
月
22
日
（
水
）
午
後
２

時▽
場
所　

市
役
所
議
会
棟
４
階
第
１

委
員
会
室

申
込
　
当
日
直
接

問　

社
会
教
育
課

市
安
全
推
進
協
議
会

▽
日
時　

３
月
22
日
（
水
）
午
後
２

時
（
受
付
は
午
後
１
時
45
分
か
ら
）

▽
場
所　

市
役
所
本
館
２
階
第
１
会

議
室

▽
定
員
10
人
（
先
着
順
）

申
込
　
当
日
直
接

問　

危
機
管
理
室

市
男
女
共
同
参
画
審
議
会

▽
日
時　

３
月
23
日
（
木
）
午
後
２

時▽
場
所　

市
役
所
本
館
２
階
第
１
会

議
室

申
込
　
当
日
直
接

問　

人
権
文
化
課

市
防
災
会
議

▽
日
時　

３
月
23
日
（
木
）
午
後
２

時
（
受
付
は
午
後
１
時
45
分
か
ら
）

▽
場
所　

市
役
所
議
会
棟
５
階
第
２

委
員
会
室

申
込
　
当
日
直
接

問　

危
機
管
理
室

市
子
ど
も
・
子
育
て
会
議

▽
日
時　

３
月
28
日
（
火
）
午
後
１

時▽
場
所　

市
立
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

５
階
会
議
室
１
・
２

▽
定
員　

10
人
（
先
着
順
）

申
込
　
当
日
直
接

問　

こ
ど
も
を
守
る
課

枚
方
寝
屋
川 

消
防
組
合
議
会
定
例
会

▽
日
時　

３
月
30
日
（
木
）
午
前
10

時▽
場
所　

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
消

防
本
部
５
階
会
議
場

▽
定
員　

12
人
（
先
着
順
）

申
込
　
当
日
直
接

問　

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
総
務
管

理
課
（
☎
８
５
２
・
９
９
０
３
）

市
障
害
者
計
画
等 

推
進
委
員
会

▽
日
時　

３
月
30
日
（
木
）
午
後
２

時▽
場
所　

市
立
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

４
階
健
康
指
導
室

▽
定
員　

10
人
（
先
着
順
）

申
込
　
当
日
直
接

問　

障
害
福
祉
課

委員会など
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市
か
ら
の
お
知
ら
せ

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば

安
全
・
安
心

接
又
は
電
話
で
市
立
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

（
☎
８
１
２
・
１
１
１
６
）

労
働
相
談
会

　

３
月
８
日
（
水
）
①
一
般
労
働
相
談
…

午
後
１
時
30
分
～
８
時
②
社
会
保
険
労
務

士
に
よ
る
労
働
相
談
…
午
後
２
時
30
分
～

７
時
③
弁
護
士
に
よ
る
労
働
相
談
…
午
後

５
時
～
８
時
④
臨
床
心
理
士
に
よ
る
職
場

の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
相
談
…
午
後
３
時
30

分
～
７
時
30
分
⑤
市
職
員
に
よ
る
就
労
相

談
…
午
後
１
時
30
分
～
８
時
、
②
③
１
回

30
分
④
１
回
45
分
、
い
ず
れ
も
市
立
産
業

振
興
セ
ン
タ
ー
４
階
会
議
室
、
無
料
。

申
込
・
問　

①
⑤
当
日
直
接
、
②
～
④
電

話
で
府
総
合
労
働
事
務
所
（
☎
06
・
６
９

４
６
・
２
６
１
０
）

※
当
日
受
付
は
午
後
７
時
30
分
ま
で
（
予

約
優
先
）。

　
　

※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※

　

２
月
号
25
ペ
ー
ジ
に
掲
載
の
「
労
働
相

談
会
」
の
日
付
け
の
記
載
が
抜
け
て
い
ま

し
た
。
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

行
政
書
士
日
曜
無
料
相
談
会

　

３
月
26
日
午
後
１
時
～
３
時
、
市
立
総

合
セ
ン
タ
ー
、
遺
言
・
相
続
・
成
年
後
見
・

内
容
証
明
・
示
談
書
の
作
成
な
ど
。

申
込　

当
日
直
接

問　
「
大
阪
府
行
政
書
士
会
枚
方
支
部
」・

渋
谷
（
☎
８
１
４
・
９
９
２
０
）

調
停
手
続
無
料
相
談

　

３
月
15
日
（
水
）
午
前
10
時
～
正
午
、

市
広
報
広
聴
課
相
談
室
、
調
停
制
度
の
利

用
に
つ
い
て
の
相
談
な
ど
。

問　

大
阪
民
事
調
停
協
会
（
☎
06
・
６
３

６
３
・
３
０
９
１
）

産
業
・
事
業
者

ワ
ガ
ヤ
ネ
ヤ
ガ
ワ
・ 

ベ
ン
チ
ャ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
コ
ン
テ
ス
ト 

グ
ラ
ン
プ
リ
決
定

　

市
が
包
括
連
携
協
定
を
締
結
し
て
い
る

学
校
法
人
な
ど
の
学
生
か
ら
ビ
ジ
ネ
ス
プ

ラ
ン
を
募
集
し
、
１
月
21
日
に
「
グ
ラ
ン

プ
リ
発
表
会
」
が
開
か
れ
、
応
募
総
数
２

７
６
件
の
中
か
ら
グ
ラ
ン
プ
リ
が
決
定
し

ま
し
た
。

▽
プ
ラ
ン
名　
「
ね
や
フ
ァ
ー
ム
（
寝
屋

川
市
の
農
家
と
学
生
を
結
ぶ
マ
ッ
チ
ン
グ

サ
イ
ト
）」（
農
業
部
門
賞
）

▽
提
案
者　

小
畠
拓
人
さ
ん
・
清
水
奎
佑

さ
ん
（
大
阪
電
気
通
信
大
学
）

問　

産
業
振
興
室

農
業
講
演
会

　

農
家
の
活
性
化
を
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
し

た
講
演
会
を
開
き
ま
す
。

▽
日
時　

３
月
18
日
（
土
）
午
前
10
時
～

11
時
30
分

▽
場
所　

市
立
中
央
公
民
館
４
階
第
２
研

修
室

▽
テ
ー
マ　

農
業
を
ス
テ
キ
に
し
よ
う 

「
農
」
の
未
来
設
計
図
を
描
く
・
講
師
＝

永
尾
俊
一
さ
ん
（
白
ハ
ト
食
品
工
業
株
式

会
社
代
表
取
締
役
）

▽
定
員　

80
人
（
先
着
順
）

▽
入
場
料　

無
料

申
込　

当
日
直
接

問　

産
業
振
興
室安

全
・
安
心

防

　
　災

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
か
ら
の 

お
知
ら
せ

∧
救
急
活
動
協
力
者
に
配
る

応
急
手
当
実
施
感
謝
カ
ー
ド
に
つ
い
て
∨

　

救
急
活
動
に
協
力
し
た
人
に
感
謝
の
気

持
ち
を
込
め
て「
勇
気
こ
こ
ろ
の
カ
ー
ド
」

＝
下
の
図
＝
を
配
り
ま
す
。

　

救
急
活
動
に
協
力
し
た
こ
と
で
不
安
な

こ
と
が
あ
る
と
き
は
連
絡
し
て
く
だ
さ

い
。

問　

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
救
急
課
（
☎

８
５
２
・
９
９
１
８
＝
祝
日
を
除
く
、
月

～
金
曜
日
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

∧
春
季
全
国
火
災
予
防
運
動
∨

▽
期
間　

３
月
１
日
～
７
日

　

寝
屋
川
消
防
署
と
市
消
防
団
は
、
住
宅

防
火
対
策
及
び
放
火
さ
れ
な
い
環
境
づ
く

り
な
ど
を
進
め
る
た
め
の
運
動
の
一
環
と

し
て
、
巡
回
広
報
、
消
防
訓
練
及
び
防
火

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
な
ど
を
予
定
し
て
お
り
ま

す
の
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
協
力
と
参
加

を
お
願
い
し
ま
す
。

問　

寝
屋
川
消
防
署
予
防
課（
☎
８
５
２
・

９
９
５
７
）

∧
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
・
交
野
市

　

消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
見
学
会
∨

コンテストグランプリ発表会
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インフォメーション

　

３
月
18
日
（
土
）
午
前
９
時
30
分
～
10

時
30
分
、
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
消
防
本

部
１
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
、
定
員
20
人
（
申

込
順
）。

申
込
・
問　

前
日
ま
で
に
電
話
で
枚
方
寝

屋
川
消
防
組
合
情
報
指
令
課（
☎
８
５
２
・

９
８
０
６
＝
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
夜
間

を
除
く
）

※
車
で
の
来
場
は
控
え
て
く
だ
さ
い
。

３
月
１
日
～
７
日
は 

建
築
物
防
災
週
間

　

不
特
定
多
数
の
人
が
利
用
す
る
特
殊
建

築
物
の
防
災
査
察
や
既
存
建
築
物
の
定
期

報
告
に
つ
い
て
の
指
導
を
行
い
、
避
難
な

ど
防
災
知
識
の
普
及
・
啓
発
を
行
い
ま
す
。

問　

ま
ち
づ
く
り
指
導
課

防

　
　犯

詐
欺
や
住
宅
侵
入
窃
盗
に
注
意

∧
特
殊
詐
欺
に
つ
い
て
∨

　

平
成
28
年
に
市
内
で
は
50
件
の
特
殊
詐

欺
被
害
が
発
生
し
、
被
害
額
は
約
１
億
４

０
０
０
万
円
に
上
り
ま
し
た
。
医
療
費
還

付
金
詐
欺
、
オ
レ
オ
レ
詐
欺
、
名
義
貸
し

な
ど
、
手
口
は
多
様
化
し
て
い
ま
す
の
で

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

∧
住
宅
侵
入
窃
盗
に
つ
い
て
∨

　

空
き
巣
な
ど
の
住
宅
侵
入
窃
盗
事
件

は
、
無
施
錠
の
窓
か
ら
侵
入
や
１
階
の
窓

ガ
ラ
ス
を
割
っ
て
侵
入
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が

多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
日
頃
か
ら
窓
を
施

錠
す
る
こ
と
、
少
し
の
外
出
で
も
戸
締
り

す
る
こ
と
な
ど
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

問　

寝
屋
川
警
察
署
（
☎
８
２
３
・
１
２

３
４
）
又
は
市
危
機
管
理
室

交
通
安
全

交
通
安
全
運
転
講
習
会

　

４
月
６
日
（
木
）
か
ら
の
「
春
の
全
国

交
通
安
全
運
動
」
に
伴
い
講
習
会
を
行
い

ま
す
（
下
の
表
の
と
お
り
）。
皆
さ
ん
の

参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
優
良
自
動
車
運
転
者
の
表
彰
申
請
（
特

別
優
良
な
ど
）
に
は
、
こ
の
講
習
の
受
講

が
必
要
で
す
。
交
通
安
全
講
習
受
講
記
録

カ
ー
ド
を
持
っ
て
来
て
く
だ
さ
い
。

問　

寝
屋
川
警
察
署
交
通
課（
☎
８
２
３
・

１
２
３
４
）
又
は
市
道
路
交
通
課

税
・
保
険
・

年
金

税
の
お
知
ら
せ

市
税
の
納
め
忘
れ
は 

あ
り
ま
せ
ん
か

　

納
期
限
が
過
ぎ
た
市
税
に
は
督
促
手
数

料
や
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。
期
限
ま

で
に
納
付
が
で
き
な
い
と
き
は
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。

∧
納
付
相
談
な
ど
∨

　

平
常
業
務
の
ほ
か
に
、毎
週
木
曜
日（
祝

日
を
除
く
）
午
後
８
時
ま
で
と
毎
月
第
４

日
曜
日
（
３
月
は
26
日
）
午
前
９
時
～
午

後
５
時
30
分
に
納
付
相
談
と
納
付
を
受
け

付
け
て
い
る
の
で
、
気
軽
に
利
用
し
て
く

だ
さ
い
。

問　

納
税
課

た
ば
こ
税
手
持
品
課
税
の
申
告

　

４
月
１
日
午
前
０
時
現
在
、
販
売
用
の

紙
巻
た
ば
こ
三
級
品
を
合
計
５
０
０
０
本

以
上
所
持
す
る
た
ば
こ
販
売
業
者
は
、
手

持
品
課
税
納
税
申
告
書
を
所
轄
の
税
務
署

な
ど
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
申
告
期
限　

５
月
１
日
（
月
）

▽
納
付
期
限　

10
月
２
日
（
月
）

問　

市
民
税
課

バ
イ
ク
・
軽
自
動
車
な
ど
の 

廃
車
・
名
義
変
更
の
手
続
き

　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現
在

の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
次
に
該
当

す
る
人
は
、
３
月
31
日
（
金
）
ま
で
に
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
ス
ク
ラ
ッ
プ
や
盗
難
な
ど
で
車
両
を
所

有
し
て
い
な
い

○
車
両
を
譲
っ
た
が
、
名
義
変
更
を
し
て

い
な
い

※
市
外
へ
転
出
し
、
引
き
続
き
車
両
を
使

用
す
る
と
き
は
、
転
出
先
の
市
町
村
な
ど

に
登
録
変
更
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

∧
手
続
き
・
問
合
先
∨

○
１
２
５
㏄
以
下
の
バ
イ
ク
・
小
型
特
殊

自
動
車
…
市
民
税
課

※
原
動
機
付
自
転
車
標
識
交
付
証
明
書

（
申
告
済
証
）、
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
、
所

有
者
・
使
用
者
・
届
出
者
の
各
印
鑑
（
ス

タ
ン
プ
印
不
可
）、
手
続
き
を
す
る
人
の

本
人
確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

○
１
２
５
㏄
を
超
え
る
バ
イ
ク
…
大
阪
運

輸
支
局
（
高
宮
栄
町
☎
０
５
０
・
５
５
４

０
・
２
０
５
８
）

○
軽
自
動
車
…
軽
自
動
車
検
査
協
会
（
高

槻
市
大
塚
町
四
丁
目
☎
０
５
０
・
３
８
１

６
・
１
８
４
１
）

　
　

※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※

日　程 場　所

３月21日（火） 府営寝屋川打上住宅 
B―４棟集会所（梅が丘一丁目）

22日（水） 東北コミュニティセンター

23日（木） 南コミュニティセンター

24日（金） エスポアール

27日（月）
東障害福祉センター

（旧いきいき文化センター）１階 
交流の広場

28日（火） 中央公民館

29日（水） 西南コミュニティセンター

30日（木） 西北コミュニティセンター

31日（金） 東コミュニティセンター

４月３日（月） 寝屋川ドライビングスクール
（寝屋南一丁目）

４日（火） 香里自動車教習所（木屋町）

※ ①いずれも午後７時からです②会場には駐車場
がないので、車での来場は控えてください。

春の交通安全運転講習会日程
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健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば

税
・
保
険
・
年
金

安
全
・
安
心

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

問　

市
民
税
課

各
種
保
険
・
医
療
制
度

介
護
保
険
料
を
納
め
な
い
で
い
る
と

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
と
き
に
制

限
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

∧
１
年
以
上
滞
納
す
る
と

（
償
還
払
い
化
）
∨

　

利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
費
用
を
一
度
全
額

自
己
負
担
し
、
後
日
、
申
請
を
行
わ
な
い

と
保
険
給
付
分
の
８
割
又
は
９
割
が
払
い

戻
さ
れ
ま
せ
ん
。

∧
２
年
以
上
滞
納
す
る
と
（
給
付
減
額
）
∨

　

保
険
料
を
納
め
て
い
な
い
期
間
に
応
じ

て
、
利
用
者
負
担
が
３
割
に
引
き
上
げ
ら

れ
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
な
ど
も
受
け

ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

※
納
期
限
か
ら
２
年
以
上
経
過
し
て
納
め

ら
れ
な
く
な
っ
た
保
険
料
が
あ
り
、
滞
納

し
て
い
る
保
険
料
の
納
期
限
か
ら
１
年
以

上
経
過
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
に
は
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
償
還
払
い
化
と
給
付

減
額
が
同
時
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

問　

高
齢
介
護
室

国
民
健
康
保
険
の
届
け
出
は 

14
日
以
内
に

　

国
民
健
康
保
険
の
加
入
、
脱
退
、
変
更

な
ど
は
14
日
以
内
に
届
け
出
て
く
だ
さ

い
。

　

加
入
・
脱
退
の
届
け
出
に
は
必
要
な
書

類
が
あ
る
の
で
、
事
前
に
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

∧
退
職
し
た
と
き
∨

　

会
社
の
社
会
保
険
な
ど
を
脱
退
し
た
と

き
は
、
国
民
健
康
保
険
の
加
入
の
届
け
出

を
し
て
く
だ
さ
い
（
任
意
継
続
保
険
に
加

入
さ
れ
る
人
や
社
会
保
険
の
被
扶
養
者
に

な
る
人
は
届
け
出
の
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
）。

∧
就
職
し
た
と
き
∨

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
が

会
社
の
社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し
た
と
き

は
必
ず
各
自
で
脱
退
の
届
け
出
と
被
保
険

者
証
の
返
還
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

新
し
く
加
入
し
た
社
会
保
険
な
ど
の
被

保
険
者
証
が
届
く
ま
で
の
受
診
に
つ
い
て

は
、
加
入
し
た
社
会
保
険
や
職
場
な
ど
に

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
脱
退
届
け
出
を
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
国
民

健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
を
使
用
し
た
と

き
は
、
医
療
費
の
７
割
相
当
を
市
に
返
還

す
る
義
務
が
生
じ
ま
す
。

∧
進
学
で
転
出
す
る
と
き
∨

　

申
請
に
よ
り
継
続
し
て
市
の
被
保
険
者

証
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
申
請
に
必
要
な
も
の

○
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

○
在
学
証
明
書

○
学
校
名
と
そ
の
所
在
地
の
分
か
る
も
の

（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
）

　
　

※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※

　

受
付
は
平
常
業
務
の
ほ
か
、
毎
週
木
曜

日
（
祝
日
を
除
く
）
午
後
８
時
ま
で
と
毎

月
第
４
日
曜
日
午
前
９
時
～
午
後
５
時
30

分
、
各
シ
テ
ィ
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
平
日

と
第
４
日
曜
日
の
午
前
９
時
～
午
後
５
時

30
分
）、
堀
溝
サ
ー
ビ
ス
窓
口
（
午
前
10

時
～
午
後
５
時
）
で
も
行
っ
て
い
ま
す
。

問　

保
険
事
業
室
（
賦
課
・
給
付
担
当
）

国
民
健
康
保
険
料
の 

徴
収
を
強
化
し
て
い
ま
す

　

歳
入
の
確
保
と
期
限
内
に
納
付
し
た
人

と
の
公
平
性
を
保
つ
た
め
、
保
険
料
の
徴

収
・
滞
納
整
理
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

∧
差
し
押
さ
え
処
分
∨

　

不
動
産
や
預
貯
金
や
生
命
保
険
、
給
与

の
ほ
か
、
滞
納
者
の
住
居
や
事
業
所
な
ど

を
捜
索
し
、
バ
イ
ク
や
自
動
車
な
ど
の
差

し
押
さ
え
を
行
い
ま
す
（
左
の
表
の
と
お

り
）。

※
災
害
な
ど
の
特
別
な
事
情
で
納
付
が
困

難
な
と
き
は
、
早
め
に
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。

∧
納
付
相
談
∨

　

平
常
業
務
の
ほ
か
、
毎
週
木
曜
日
（
祝

日
を
除
く
）
午
後
８
時
ま
で
と
、
毎
月
第

４
日
曜
日
午
前
９
時
～
午
後
５
時
30
分
に

納
付
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

問　

保
険
事
業
室
（
納
付
担
当
）

年
金
制
度

国
民
年
金
受
給
に
は
請
求
が
必
要

∧
寡
婦
年
金
∨

　

保
険
料
納
付
済
期
間
と
免
除
期
間
を
合

わ
せ
て
25
年
以
上
あ
る
夫
が
65
歳
前
に
老

齢
基
礎
年
金
や
障
害
基
礎
年
金
を
受
け
ず

に
亡
く
な
っ
た
と
き
、
夫
に
生
計
を
維
持

さ
れ
て
い
た
妻（
婚
姻
期
間
が
10
年
以
上
）

が
60
歳
か
ら
65
歳
ま
で
受
け
ら
れ
ま
す
。　

∧
死
亡
一
時
金
∨

　

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
た
期
間
（
全

額
免
除
を
除
く
保
険
料
の
一
部
免
除
を
受

け
た
期
間
を
含
む
）
が
３
年
以
上
納
め
て

い
る
人
が
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年

金
の
い
ず
れ
も
受
け
ず
に
亡
く
な
っ
た
と

き
、
生
計
を
同
一
に
し
て
い
た
遺
族
に
支

給
さ
れ
る
一
時
金
で
す
。
遺
族
基
礎
年
金

を
受
け
ら
れ
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種　類 件　数 債　権　額

預貯金 117件 61,306,221円

生命保険など 31件 25,942,335円

動産 10件 14,612,775円

不動産 12件 13,340,207円

その他 ５件 4,195,381円

計 175件 119,396,919円

平成 28 年度（４月～平成 29 年１月）
差し押さえ実施状況


